
〔32〕空手道競技 
 

１ 期   日    平成 27 年 10 月 3 日（土）から 10 月 5 日（月）まで（３日間） 

種  別 10 月 3 日（土） 10 月 4 日（日） 10 月 5 日（月） 

成年男子 組手（個人） 組手（団体）・形 組手（団体） 

成年女子 組手（個人） 組手（団体）・形 組手（団体） 

少年男子 形 組手（個人・団体） 組手（団体） 

少年女子 形 組手（個人・団体） 組手（団体） 

 

２ 会   場    白浜町   白浜町立総合体育館 

 

３ 種別及び参加人員 

種 別 種 目 監 督 選  手 参加都道府県 小 計 合 計（人） 

成年男子 

組手（個人、団体） 

１ 

３ ４７ １７２ 

以内 

４１４ 

以内 

形 １ ３１以内 

成年女子 

組手（個人、団体） １ ４７ ７８ 

以内 形 １ ３１以内 

少年男子 

組手（個人、団体） １ ４７ ７８ 

以内 形 １ ３１以内 

少年女子 

組手（個人、団体） １ ４７ ７８ 

以内 形 １ ３１以内 

(1) 組手競技（個人戦）の成年男子は、体重別に下記の３階級とし、各都道府県１階級につき

１名とする。 

軽量級（65kg に満たない体重）  中量級（65kg から 75kg までの体重） 

重量級（75kg を超える体重） 

(2) 組手競技（個人戦）の成年女子、少年男子及び少年女子は、体重制限を設けない。 

(3) 組手競技団体戦は、各都道府県１チーム５人制とし、組手・形競技の選手より、成年男子

３名、成年女子又は少年女子１名、少年男子１名で編成し、当日競技開始前にその都度メン

バー表を提出して行う。 

ア 先鋒は少年男子 

イ 次鋒は回戦毎に成年女子と少年女子の交互に出場する。なお、１回戦はどちらが出場し

ても良い。 

ウ 中堅以降は成年男子で編成する。 

(4) 監督は選手を兼ねることができない。 

 

４ 競技上の規程及び方法 

競技は、公益財団法人全日本空手道連盟競技規定により行う。 

 



(1) 組手競技 

ア トーナメント方式とする。 

イ 個人戦は、成年男子、成年女子、少年男子及び少年女子とする。 

ウ 団体戦は、上記３の(3)により成年男子、少年男子及び成年女子か少年女子から編成する。 

なお、同点の場合の勝者決定戦代表選手は、当該競技出場者の成年男子の中から出場す

る。 

(2) 形競技 

ア トーナメント方式とする。 

イ １回戦は、次の第１指定形の中から選ばなければならない。 

「バッサイダイ」、「セイエンチン」、「ジオン」、「カンクウダイ」、「セイシャン」、「チン

トウ」、「サイファ」、「セーパイ」 

ウ ２回戦は、次の第２指定形の中から選ばなければならない。 

「クルルンファ」、「セーサン」、「エンピ」、「カンクウショウ」、「マツムラローハイ」、「ニ

ーパイポ」、「クーシャンクー」、「ニーセーシー」 

エ ３回戦以降は得意形リストの中から選ばなければならない。 

オ 選手は、各回戦ごとに異なる形を演じなければならない。 

(3) 組手・形競技とも敗者復活戦は行わず、３位決定戦を行う。 

 

５ 予選方法 

(1) 各都道府県連盟は、都道府県大会を実施し、種別ごとに本大会に参加する組手競技の代

表選手及びブロック大会に参加する形競技の代表選手を決定する。 

(2) 各ブロック大会主管都道府県連盟は、国体実施要項に準じてブロック大会を実施し、本

大会に参加する形競技の代表都道府県を決定する。 

(3) 形競技のブロック大会区分及び代表都道府県数については、下表のとおりとする。 

 

ブロック 

 

都 道 府 県 名 

成

年

男

子 

成

年

女

子 

少

年

男

子 

少

年

女

子 

８ブロック 

自由 

選択 

登録会員 

数上位 

自由選択 

北海道 北海道 １ １ １ １   

東 北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 ２ ２ ２ ２ １  

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、

神奈川、山梨 
２ ２ ２ ２ １ １ 

北信越 新潟、富山、石川、福井、長野 ２ ２ ２ ２ １ １ 

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重、 ２ ２ ２ ２ １ １ 

近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良 ２ ２ ２ ２ １ １ 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 ２ ２ ２ ２ １  

四 国 徳島、香川、愛媛、高知 ２ ２ ２ ２ １  

九 州 
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、 

鹿児島、沖縄 
２ ２ ２ ２ １ １ 

開催地 和歌山 １ １ １ １   

計 １８ １８ １８ １８ ８ ５ 



ア 形競技については、１都道府県につき各種別１名を上限とする。 

イ ８ブロック自由選択で参加する選手について、種別は問わない。 

ウ 登録会員数上位自由選択については、平成 26 年度公益財団法人全日本空手道連盟の登

録会員数（毎年度 1 月 31 日時点の登録会員数）が多かった上位５ブロックに本大会参

加数１を与える。なお、参加する種別は問わない。 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

総則５に定めるもののほか、次による。 

(1) 国民体育大会に参加する選手（各都道府県大会及び各ブロック大会を含む。）は、公益財

団法人全日本空手道連盟の登録会員及び公認初段位以上の取得者でなければならない。 

(2) 公認初段位の取得は受審基準「満 15 歳以上」かつ「義務教育を修了した者」を満たすも

のとする。なお、少年段位の取得者は、公認段位へ移行手続きをすること。 

(3) 監督は、公益財団法人全日本空手道連盟公認地区審判員以上及び公益財団法人日本体育協

会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認空手道コーチ・公認空手道上級コーチのいずれか

の資格を有する者とする。 

   なお、第 70 回大会における特別措置として、平成 27 年 10 月 1 日認定予定者については、

公認資格取得者と同等の者として扱う。 

注１ 公益財団法人全日本空手道連盟が会員登録システムで参加申込書入力の資格及び取得年

月日等を確認できない場合、参加申込責任者は問合せに対し即答できるよう、確認できる

物を用意しておくこと。 

 

７ 総合成績決定方法 

男女総合成績（天皇杯得点）及び女子総合成績（皇后杯得点）は、競技得点と参加得点の合

計とし、その得点の多い都道府県順に順位を決定する。 

ただし、同点の場合は、その順位を共有し、次の順位を欠位とする。 

(1) 競技得点 

天皇杯対象種別 皇后杯対象種別 競 技 得 点 

成 年 男 子 

成 年 女 子 

少 年 男 子 

少 年 女 子 

成 年 女 子 

 

少 年 女 子 

団体戦（組手）は１位 40 点、２位 35 点、３位 30 点、

４位 25 点、５位（４チーム）各 12.5 点の競技得点を与え

る。 

個人戦（組手、形）は各種目１位８点、２位７点、３位

６点、４位５点、５位（４名）各 2.5 点の競技得点を与え

る。 

(2) 参加得点 

大会（ブロック大会を含む。）に参加した都道府県に 10 点を与える。ただし、ブロック大 

会で本大会の出場権を獲得しながら、本大会に参加しなかった場合は与えない。 

 

 



８ 表   彰 

(1) 男女総合成績及び女子総合成績第１位から第８位までの都道府県に、表彰状を授与する。 

(2) 男女総合成績第１位の都道府県に、大会会長トロフィーを授与する。 

(3) 各種目（団体戦）の第１位から第５位（４チーム）までに、賞状を授与する。 

(4) 各種目（個人戦）の第１位から第５位（４名）までに、賞状を授与する。 

 

９ 参加申込み方法 

(1) 所定の Web ページ(国民体育大会参加申込み受付窓口)へアクセスし、必要項目事項を入力

のうえ、所属都道府県体育協会を通じて、平成 27 年 9 月 2 日(水)までに申込み手続きを完

了すること。 

(2) 締切期限以降は Web ページ(国民体育大会参加申込み受付窓口)へアクセスできなくなる

ので、締切期限を厳守すること。 

(3) 参加申込み締切後の選手・監督の変更は認めない。 

 

10 参加上の注意 

(1) 組手競技においては、危険防止のため公益財団法人全日本空手道連盟検定の安全具（ニュ

ーメンホー（Ｖ・Ⅵ）、拳サポーター[赤・青]、セフティーカップ[女子は除く]）を選手各

自で用意すること。 

(2) 成年女子、少年男子及び少年女子の組手競技は、上記以外に公益財団法人全日本空手道連

盟検定のボディプロテクターを各都道府県で用意すること。少年については、高体連指定品

も可とする。 

(3) 選手の服装は表彰式・競技中ともに空手道衣とするが、監督の服装は都道府県指定のユニ

ホームとする。なお、監督の腕章及び選手用ゼッケン、県名胸章は開催地で用意する。 

(4) 組手・形競技とも、帯は公益財団法人全日本空手道連盟検定の赤、青帯を選手各自で用意

する。個人名及び団体名が入っているものは可とする。 

 

11 そ の 他 

 (1) 組合せ抽選会 

日 時   平成 27 年 9 月 7 日（月）   午後 1 時 30 分 

場 所   公益財団法人全日本空手道連盟「日本空手道会館：会議室」 

〒135-8538 東京都江東区辰巳一丁目 1 番 20 号 

TEL 03-5534-1951 FAX 03-5534-1952 

(2) 審判会議 

日 時   平成 27 年 10 月 2 日（金） 午後 4 時 

場 所   ホテル古賀の井 ３階会議室 

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 3753 番地 

TEL 0739-42-2922 FAX 0739-43-5805 

(3) 監督会議 

日 時   平成 27 年 10 月 2 日（金） 午後 5 時 

場 所   ホテル古賀の井 ３階会議室 

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 3753 番地 

TEL 0739-42-2922 FAX 0739-43-5805 

 (4) 総合表彰式 

日 時   平成 27 年 10 月 5 日（月） 午後 2 時 

場 所   白浜町立総合体育館 

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 29 番地の 3 

TEL 0739-43-0300 FAX 0739-43-0300 


